
  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年12月21日 

【中間会計期間】 第176期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

【会社名】 株式会社リーガルコーポレーション 

【英訳名】 REGAL CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  伊 藤 利 男 

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住橋戸町２番地 

【電話番号】 東京 03(3888)6111(代表) 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長  飯 嶋 正 明 

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区千住橋戸町２番地 

【電話番号】 東京 03(3888)6111(代表) 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長  飯 嶋 正 明 

【縦覧に供する場所】 株式会社リーガルコーポレーション大阪支店 

   (大阪市浪速区敷津東二丁目６番14号) 

  株式会社ジャスダック証券取引所 

   (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 (企業会計基準

第５号) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」 (企業会計基準適用指針第８号) を適用

しております。 

３ 第175期中、第176期中、第174期及び第175期の潜在株式調整後１株当たり中間 (当期) 純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。また、第174期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存

在しないため並びに１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

  

  

回次 第174期中 第175期中 第176期中 第174期 第175期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 17,074 17,370 18,445 36,937 38,074 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △56 111 542 600 554

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(百万円) △396 7 302 216 461

純資産額 (百万円) 7,386 8,104 8,314 8,337 8,429 

総資産額 (百万円) 32,352 31,763 31,718 32,649 31,968 

１株当たり純資産額 (円) 242.13 264.09 270.40 273.37 273.11 

１株当たり 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) △12.99 0.25 9.87 7.10 15.08

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.8 25.3 26.1 25.5 26.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △697 38 △233 620 1,069

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △214 △76 △137 299 △389

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 598 △327 192 △905 △1,174

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 1,877 1,844 1,544 2,211 1,719

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
983 
[591]

954
[598]

1,034
[659]

943 
[570]

985
[642]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 (企業会計基準

第５号) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号) を適用

しております。 

３ 第176期中及び第174期の潜在株式調整後１株当たり中間 (当期) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。また、第174期中、第175期中及び第175期の潜在株式調整後１株当たり中間 (当期) 純利益については、潜

在株式が存在しないため並びに１株当たり中間 (当期) 純損失であるため記載しておりません。 

  

  

回次 第174期中 第175期中 第176期中 第174期 第175期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 15,763 15,909 16,493 34,310 34,814 

経常利益 (百万円) 79 79 393 594 570

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △222 △2,786 189 72 △2,389

資本金 (百万円) 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 

発行済株式総数 (株) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

純資産額 (百万円) 10,181 7,772 7,988 10,775 8,076 

総資産額 (百万円) 32,567 29,734 28,551 32,594 30,054 

１株当たり純資産額 (円) 313.65 239.54 246.26 332.04 248.94 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(円) △6.85 △85.88 5.84 2.24 △73.65

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.3 26.1 28.0 33.1 26.9 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
246 
[41]

227
[52]

232
[54]

242 
[38]

226
[52]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ (当社及び当社の関係会社) が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 除外 

連結子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東日本並びに㈱フィット近畿日本と㈱ジーベックは平成18年10月

１日をもって、それぞれ、㈱フィット東日本、㈱フィット近畿日本を存続会社とする合併をいたしましたので、当

中間連結会計期間より、㈱フィット関東日本及び㈱ジーベックは連結子会社から除外しております。 

  

 (2) その他 

連結子会社の㈱フィット北日本、㈱フィット東北日本、㈱フィット中部日本、㈱フィット西日本及び㈱タップス

ウェストは、平成19年３月31日に解散し、平成19年９月30日をもって清算を結了いたしました。なお、これらの５

社は中間連結損益計算書に連結子会社として含まれております。 

また、連結子会社のチヨダシューズ㈱及び㈱ニッカは債務超過会社であり、平成19年９月30日現在における債務

超過の額は、チヨダシューズ㈱が 1,009百万円、㈱ニッカが 1,003百万円であります。 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

(注)１ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いた就業人員であります。 

２ 従業員数欄の (外書) は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除いています。 

４ 全社 (共通) は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

(注)１ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の (外書) は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除いています。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループは、平成19年９月30日現在、リーガル系労働組合総連合 (上部団体なし、組合員 236名) 及びＵＩ

ゼンセン同盟リーガル労働組合 (組合員 344名) が組織されております。 

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の部門等の名称 従業員数(名) 

小売事業 
305 
[221] 

卸売事業 
227 
[343] 

生産加工事業 
321 
[ 69] 

全社 (共通) 
181 
[ 26] 

合計 
1,034 
[659] 

従業員数 (名) 
232 
[ 54] 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした雇用環境の改善等により景気は底堅

く推移しているものの、個人消費の足踏み、原油価格の高騰や米国経済の不安定など、先行きについては予断を

許さない状況となっております。 

靴業界におきましては、カジュアル傾向が続くなか、ベーシックなトラディショナルデザインが注目されまし

たが、長梅雨や記録的猛暑など、天候不順による需要の伸び悩みの影響を受け、全般としては低調に推移いたし

ました。 

このような環境のなかで、当社グループは、リーガルブランドの価値向上、カジュアル・コンフォートの強

化、小売視点による卸売事業の再構築や直営店の出店など積極的な事業活動を展開する一方で、国内外での高付

加価値商品の開発や在庫内容の改善などにも取り組んでまいりました。また、世界的な原材料価格の高騰によ

り、商品の価格維持が困難となるなか、16年振りに８月より一部の商品について販売価格の改定を実施いたしま

した。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、小売部門の売上増加などにより、18,445百万円 (前年同期比6.2％

増) となりました。 

損益面では、小売店舗増加による人件費や賃借料など経費の増加やリーガルクラブのポイント引当金計上によ

り特別損失が発生する一方で、値引の減少により売上総利益率が改善され、また持分法適用会社の特別利益計上

などにより持分法投資利益が 342百万円 (前年同期41百万円) が計上されました。 

この結果、当中間連結会計期間における営業利益は 271百万円 (前年同期比66.8％増) 、経常利益は 542百万

円 (前年同期比 386.7％増) 、中間純利益は 302百万円 (前年同期中間純利益７百万円) となりました。 

  



当社グループは、紳士靴、婦人靴、安全靴及び諸官庁向け特殊靴等の企画、生産、仕入及び販売を行ってお

ります。これらの靴関連事業が大半を占めるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。した

がいまして、参考として事業部門別売上情報を記載いたします。 

  

 ①小売部門 

   小売部門は、ナチュラライザーショップなどを６店舗出店し、１店舗を閉店いたしました結果、当社グ

ループの直営店舗数は 105店舗 (前年同期比25店舗増、Webショップを含む) となりました。新規店舗は認

知度の低さから期待した売上に至りませんでしたが、平成18年12月に子会社化した㈱オンディーヌの売上

純増と既存店舗の売上増加により全体としては好調に推移いたしました。 

   この結果、当中間連結会計期間の売上高は、7,104百万円 (前年同期比18.8％増) となりました。 

  

 ②卸売部門 

   卸売部門は、リーガルシューズ店のリーガルウィーク (９月のキャンペーン期間) の売上が好調に推移

するなど、紳士靴・婦人靴ともに健闘いたしましたが、百貨店業態が苦戦するなど、全体としては前年並

みに推移いたしました。 

   この結果、当中間連結会計期間の売上高は、10,889百万円 (前年同期比0.6％減) となりました。 

  

 ③その他事業 

   靴材料の販売などその他事業の当中間連結会計期間の売上高は、451百万円 (前年同期比2.7％増) とな

りました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により233百万円、投資活動により137百万円

減少し、財務活動により192百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額により３百万円増加し、この結果、現金

及び現金同等物は174百万円の減少となり、当中間連結会計期間末残高は1,544百万円 (前年同期比16.2％減) と

なりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、△233百万円と、前年同期と比べ271百万円の減少となりました。 

主な要因としては、税金等調整前中間純利益が前年同期と比べて276百万円増加したことや割引手形の増加額が

前年同期と比べて418百万円増加するなどの増加要因もありましたが、持分法による投資利益が前年同期と比べて

313百万円増加したことや売上債権の減少額が前年同期と比べて493百万円減少したことなどによるものでありま

す。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△137百万円と、前年同期と比べ61百万円の減少となりました。 

主な要因としては、小売店舗出店等の有形固定資産の取得による支出が前年同期と比べて71百万円増加したこ

となどによるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、192百万円と、前年同期と比べ520百万円の増加となりました。 

主な要因としては、短期借入金の純増加額が前年同期と比べて478百万円増加したことや長期借入金の返済によ

る支出が前年同期と比べて66百万円減少したことなどによるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、商品仕入、受注及び販売の状況】 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「靴関連事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんが、生産実績、商品仕入実績及び受注

実績については合計額を、販売実績については事業部門に応じて区分して記載しております。 

(1) 生産実績 
  

(注) １ 金額は販売金額によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 商品仕入実績 
  

(注) １ 金額は仕入金額によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 4,588 ＋0.5 

事業部門 商品仕入(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 8,649 ＋7.3 

事業部門 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 145 ＋187.4 100 ― 

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

靴小売部門 7,104 ＋18.8 

靴卸売部門 10,889 △ 0.6 

その他 451 ＋ 2.7 

合計 18,445 ＋ 6.2 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下のとおりであります。 

  

(1) 基本方針 

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が可能である以上、当社支配権の移転を伴う買付行為に対する判

断は、 終的には株主の皆さまの意思に委ねられるべきものであると考えております。 

一方、当社の財務および事業の方針決定を支配するものは、当社発展の原動力や企業価値の本質を理解し、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的に確保、向上していくことを可能とするものでなければならないと考

えております。 

当社は、1902年（明治35年）１月の設立以来105年余りにわたり、「日本の靴を、そして暮らしを豊かにする」と

いう創業理念のもと、一貫して靴の企画・製造・販売に従事してまいりました。靴を履物であると同時に文化・生

活の創造の原動力のひとつとしてとらえ、新しい価値の提案をこめることで事業の発展を図ってまいりました。そ

して企業価値の絶え間ない改革こそが当社発展の原動力であると考えますが、それは当社の長年の事業活動により

蓄積されたノウハウや人材をはじめ、お客さま、お取引さま、出店する地域の皆さまほか、ステークホルダーとの

信頼に基づく緊密な関係があってはじめて可能となるものであります。こうした事業の前提となる基盤の構築・維

持なくして当社の発展もなく、ひいては企業価値・株主の皆さまの共同の利益の向上を図ることはできないものと

考えております。 

  

(2) 基本方針実現のための取組み 

① 基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための特別な取組みは次のとおりであります。 

靴事業を取りまく環境は、今後とも国内市場の成熟化が予測されるなか、経済連携協定の締結による輸入自

由化の進展等もあり予測し難い状況にあります。当社における靴事業は、企画部門、製造・調達部門、卸売部

門、小売部門より構成されておりますが、今後の中期的な事業の方向性といたしまして、従来の製造卸売業か

ら靴小売事業に軸足を移した事業へと構造の転換を図ってまいります。マーケット指向でお客さまに新しい価

値を提供し続けるためには、小売事業に軸足を移していく必要があり、そのシナジー効果を卸売事業と製造・

調達事業に活かしてまいります。 

105年余りの長い歴史の中で培われた高度な技術に、新しい価値の提案をこめることで企業としての高付加価

値化も進めてまいります。 

その他、納期の短縮・順守率向上、調達のグローバル化への対応、人材の育成、財務体質強化等による経営

基盤の強化を図ってまいります。 

また、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締役の任期を１年とした上、社外取締役１名および社外監

査役２名を選任しております。監査役の取締役会・経営会議への出席や業務状況の調査を通じ、取締役の職務

執行を十分に監視できる体制となっております。 

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

当社は、平成18年５月26日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本

プラン」といいます。）の導入を決議し、平成18年６月29日開催の第174回定時株主総会において本プランの導

入について承認を得ております。 

本プランは、突然の大量買付行為等がなされたときに、その当否やこれに応じるか否かについて、株主の皆

さまが適切に判断するために必要な情報や期間を確保したり、当社が大量買付者との交渉・協議を行ったりす



るための手続きを定めることにより、前記の基本方針に反するような濫用的な買付に対する一定の抑止力を

具備し、当社企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。 

本プランの対象となる大量買付行為とは、特定の株主グループの議決権割合が20％を超えることを目的とす

る買付行為等をいい、買付者がかかる大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、本プ

ランに定める手続きに従う旨の書面を提出いただくとともに、株主の皆さまの判断および当社としての意見形

成のために必要な情報を提供していただきます。 

その後、60営業日または90営業日を、当社が大量買付行為に対する評価、検討、交渉、意見形成、代替案立

案を行うための期間とし、大量買付行為はこの期間経過後にのみ開始されるものとします。 

当社は、買付者が本プランの手続きを守らなかった場合、または大量買付行為の内容を検討し、買付者との

協議・交渉を行った結果、大量買付行為が、予め定められた合理的・客観的な基準に照らし、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を侵害するおそれが明白であると判断した場合には、新株予約権の無償割当てによる

対抗措置をとることがあります。 

対抗措置発動の判断にあたっては、その客観性および合理性を担保し当社取締役会の恣意性を排するため、

外部専門家等の助言、ならびに当社社外取締役・社外監査役・社外有識者から構成される特別委員会の勧告を

大限尊重した上で決定します。 

また、当社は、買付行為やこれに対する当社の評価・代替案、特別委員会の勧告内容等を適切に情報開示い

たします。 



(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

当社の経営計画は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために策定・推進するものであ

り、当社基本方針に沿うものであります。 

また、本プランは、当社企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入した

ものであり、基本方針に沿うものであるとともに、次の点において当社取締役の地位の維持を目的とするもの

ではありません。 

① 本プランの導入は株主総会における承認を得たものであること。 

② 本プランの有効期間が３年間であり、有効期間中であっても株主総会または当社取締役会の決議により廃止

できるとされていること。 

③ 本プランの対抗措置の発動については、予め定められた合理的・客観的な要件を設定しており、しかもこれ

ら要件は基本方針において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないとされる場

合と一致させていること。 

④ 本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため特別委員会を設置

するとともに、当社取締役会は特別委員会の勧告を 大限尊重することとしていること。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発は、提出会社の製造部において、靴関連技術及び材料等の研究をする一方、新製品

開発、量産品品質確認のために連結子会社である㈱日本靴科学研究所に委託し、靴及びその材料の研究開発を行って

おります。当中間連結会計期間は革の磨耗試験等178件、底材の物性試験等134件、製品の底付け強度試験等149件及び

その他の試験を153件、合計614件の試験を委託して実施、評価いたしました。 

研究開発費の総額は58百万円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

  

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

(1) 重要な設備計画の変更及び設備の新設等 

「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (重要な後発事象等) に記載のとおり、平成19年10月15日開催

の当社取締役会において、本社移転先として千葉県浦安市の土地を取得することを決議し、平成19年10月31日付

けで土地譲渡契約 (土地取得価額 1,216百万円) を結んでおります。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 平成19年６月27日開催の定時株主総会の決議に基づく欠損てん補による取崩額であります。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 130,000,000 

計 130,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式 32,500,000 32,500,000
ジャスダック
証券取引所 

― 

計 32,500,000 32,500,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成19年６月27日 ― 32,500,000 ― 5,355 △2,038 662 



 (5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社ニッピ 東京都足立区千住緑町一丁目１－１ 7,302 22.47 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28－１ 1,540 4.74 

リーガル取引先持株会 東京都足立区千住橋戸町２ 1,531 4.71 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２－１ 1,375 4.23 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 1,124 3.46 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３－３ 687 2.11

株式会社イオスビジネスハウス 東京都渋谷区代官山町17－１－3606 501 1.54

三宅 正彦 東京都世田谷区 500 1.54 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１－２ 500 1.54 

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２号 499 1.54 

計 ― 15,559 47.87 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 1,000株 (議決権１個)含まれておりま

す。 

   ２「単元未満株式」欄の普通株式には、東立製靴株式会社所有の相互保有株式 918株、株式会社ボーグ所有の相互保有株式 

300株及び当社所有の自己株式 281株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式)
普通株式         61,000 

(相互保有株式) 
普通株式        471,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式     31,711,000 31,711 ― 

単元未満株式 普通株式        257,000 ― ― 

発行済株式総数 32,500,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 31,711 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式)      
株式会社リーガル 
コーポレーション 

東京都足立区 
千住橋戸町２ 

61,000 ― 61,000 0.19

       
(相互保有株式)      

株式会社ボーグ 
千葉県松戸市稔台 
三丁目７－５ 

3,000 ― 3,000 0.01

東立製靴株式会社 
千葉県柏市豊四季 
笹原341－13 

468,000 ― 468,000 1.44

計 ― 532,000 ― 532,000 1.64 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 215 210 227 221 213 201 

低(円) 203 192 201 210 188 189 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間 (平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間 (平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間 (平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 及び前中間会計期間(平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで) は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期間 (平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで) 及び当中間会計期間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) は金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間財務諸表について、藍監査法人により中

間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金     2,204     1,734     1,909  

２ 受取手形及び売掛金 ※3,6   6,518     6,473     7,096  

３ たな卸資産     8,622     8,699     8,121  

４ 繰延税金資産     204     519     359  

５ その他 ※５   621     502     605  

貸倒引当金     △656     △542     △570  

 流動資産合計     17,513 55.1   17,387 54.8   17,521 54.8

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産                    

(1) 土地 ※２   2,741     2,741     2,741  

(2) その他 ※ 
１ 
２ 

 1,882 1,953   1,923 

 有形固定資産合計     4,624 14.6   4,695 14.8   4,665 14.6

２ 無形固定資産                    

(1) のれん     17     175     187  

(2) 電話加入権     25     27     27  

 無形固定資産合計     42 0.1   202 0.6   214 0.7

３ 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券 ※ 
２ 
４ 

 5,945 5,371   5,619 

(2) 差入敷金保証金     ―     1,804     ―  

(3) 繰延税金資産     1,270     1,351     1,243  

(4) その他     2,597     1,196     3,008  

 貸倒引当金     △229     △290     △303  

 投資その他の 
 資産合計    9,583 30.2 9,432 29.7   9,567 29.9

 固定資産合計     14,250 44.9   14,330 45.2   14,447 45.2

 資産合計     31,763 100.0   31,718 100.0   31,968 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形及び買掛金     7,437     7,127     7,551  

２ 短期借入金 ※２   6,745     6,890     6,265  

３ 賞与引当金     398     423     398  

４ ポイント引当金     ―     265     ―  

５ その他 ※５   1,726     2,186     2,172  

 流動負債合計     16,307 51.3   16,892 53.3   16,387 51.3

Ⅱ 固定負債                    

１ 長期借入金 ※２   1,649     1,059     1,490  

２ 退職給付引当金     4,451     4,229     4,416  

３ 役員退職慰労引当金     149     154     160  

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債    985 985   985 

５ その他     116     82     98  

 固定負債合計     7,352 23.1   6,510 20.5   7,151 22.4

 負債合計     23,659 74.5   23,403 73.8   23,538 73.6

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     5,355     5,355     5,355  

２ 資本剰余金     2,701     728     2,766  

３ 利益剰余金     △2,242     551     △1,788  

４ 自己株式     △257     △313     △296  

 株主資本合計     5,555 17.5   6,322 19.9   6,036 18.9

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金    1,040 505   887 

２ 繰延ヘッジ損益     13     3     12  

３ 土地再評価差額金     1,429     1,429     1,429  

４ 為替換算調整勘定     4     9     8  

 評価・換算差額等 
 合計    2,488 7.8 1,947 6.1   2,338 7.3

Ⅲ 少数株主持分     60 0.2   45 0.1   55 0.2

純資産合計     8,104 25.5   8,314 26.2   8,429 26.4

負債純資産合計     31,763 100.0   31,718 100.0   31,968 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     17,370 100.0   18,445 100.0   38,074 100.0

Ⅱ 売上原価     10,649 61.3   11,050 59.9   23,595 62.0

売上総利益     6,721 38.7   7,394 40.1   14,479 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   6,558 37.8   7,123 38.6   13,556 35.6

営業利益     162 0.9   271 1.5   922 2.4

Ⅳ 営業外収益                    

１ 受取利息   1     2     2    

２ 受取配当金   12     15     17    

３ 持分法投資利益   41     342     ―    

４ 雑収入   57 112 0.6 61 422 2.3 111 132 0.3

Ⅴ 営業外費用                    

１ 支払利息   89     81     172    

２ 受取手形売却損   6     3     8    

３ 売上割引   26     28     57    

４ 持分法投資損失   ―     ―     163    

５ 雑支出   41 163 0.9 37 151 0.8 98 500 1.3

経常利益 
     111 0.6 542 2.9 554 1.5

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益   11     44     43    

２ 投資有価証券売却益   0 12 0.1 0 44 0.2 9 52 0.1

Ⅶ 特別損失                    

１ 貸倒引当金繰入額   ―     1     ―    

２ 固定資産除却損 ※２ 28     15     43    

３ 投資有価証券売却損   ―     ―     59    

４ 投資有価証券評価損   ―     0     ―    

５ リース解約特別損失 ※３ 66     ―     66    

６ ポイント引当金 
  繰入額 

※４ ― 95 0.6 265 282 1.5 ― 170 0.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益    28 0.2 304 1.6 436 1.1

法人税、住民税 
及び事業税   21   85 53    

法人税等調整額   7 28 0.2 △66 19 0.1 △58 △5 △0.0

少数株主損失     △8 △0.0   △17 △0.1   △19 △0.1

中間(当期)純利益     7 0.0   302 1.6   461 1.2

          



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,249 △253 5,552 

中間連結会計期間中の変動額           

 中間純利益     7   7 

 自己株式の取得       △4 △4 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 7 △4 3 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,242 △257 5,555 

  

評価・換算差額等 少数株主 

持分 
純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,349 ― 1,429 5 2,784 44 8,381 

中間連結会計期間中の変動額               

 中間純利益             7 

 自己株式の取得             △4 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △308 13   △1 △296 15 △280 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △308 13 ― △1 △296 15 △277 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,040 13 1,429 4 2,488 60 8,104 



当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,766 △1,788 △296 6,036 

中間連結会計期間中の変動額           

 資本準備金の取崩額   △2,038 2,038   ― 

 中間純利益     302   302 

 自己株式の取得       △16 △16 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △2,038 2,340 △16 285 

平成19年９月30日残高(百万円) 5,355 728 551 △313 6,322 

  

評価・換算差額等 
少数株主 

持分 
純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 887 12 1,429 8 2,338 55 8,429 

中間連結会計期間中の変動額               

 資本準備金の取崩額             ― 

 中間純利益             302 

 自己株式の取得             △16 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △382 △9   0 △390 △10 △400 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △382 △9 ― 0 △390 △10 △115 

平成19年９月30日残高(百万円) 505 3 1,429 9 1,947 45 8,314 



前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,249 △253 5,552 

連結会計年度中の変動額           

 当期純利益     461   461 

 自己株式の取得       △1 △1 

 自己株式の処分   65   △41 24 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) - 65 461 △43 483 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,766 △1,788 △296 6,036 

  

評価・換算差額等 
少数株主
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,349 - 1,429 5 2,784 44 8,381 

連結会計年度中の変動額               

 当期純利益             461 

 自己株式の取得             △1 

 自己株式の処分             24 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △461 12   2 △446 11 △435 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △461 12 - 2 △446 11 48 

平成19年３月31日残高(百万円) 887 12 1,429 8 2,338 55 8,429 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  28 304 436

２ 減価償却費   102 135 259 

３ のれん償却額   2 12 28 

４ 長期前払費用償却額   15 14 44 

５ 貸倒引当金の増加額(△は減少)   2 △41 △16 

６ 賞与引当金の増加額   120 24 118 

７ ポイント引当金の増加額   ― 265 ― 

８ 退職給付引当金の減少額  △11 △193 △71

９ 受取利息及び受取配当金   △13 △18 △20 

10 支払利息   89 81 172 

11 有形固定資産除却損   28 15 43 

12 リース解約特別損失   66 ― 66 

13 投資有価証券評価損   ― 0 ― 

14 投資有価証券売却益   △0 △0 △9 

15 投資有価証券売却損   ― ― 59 

16 持分法による投資損失(△は利益)   △41 △355 163 

17 売上債権の減少額   1,079 586 648 

18 たな卸資産の減少額(△は増加)   △532 △573 115 

19 仕入債務の減少額   △271 △272 △485 

20 未払消費税等の減少額   △142 △47 △19 

21 破産更生債権等の減少額 
(△は増加) 

  5 4 △123 

22 その他資産の増加額   △41 △53 △13 

23 その他負債の増加額(△は減少)   24 △68 319 

24 割引手形の増加額(△は減少)   △381 36 △474 

小計   129 △142 1,243 

25 利息及び配当金の受取額   31 40 38 

26 利息の支払額   △84 △81 △167 

27 法人税等の支払額   △37 △49 △44 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  38 △233 1,069



  

  

    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入による支出   ― ― △150 

２ 定期預金の払戻による収入   ― ― 320 

３ 有形固定資産の取得による支出   △33 △104 △208 

４ 有形固定資産の売却による収入   ― ― 0 

５ 投資有価証券の取得による支出   △8 △7 △216 

６ 投資有価証券の売却による収入   0 0 68

７ 新規連結子会社の取得による支出  ― ― △96

８ 貸付けによる支出   △30 ― ― 

９ 貸付金の回収による収入   1 3 2 

10 その他   △5 △28 △110 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △76 △137 △389

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額 
  (△は純減少額) 

 221 699 △178

２ 長期借入金の返済による支出   △572 △506 △1,034 

３ 少数株主からの払込みによる収入   24 ― 40 

４ その他   △0 △1 △1 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △327 192 △1,174

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1 3 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △367 △174 △492 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,211 1,719 2,211 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 ※１ 1,844 1,544 1,719

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 22社 

  主要な連結子会社名

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱タップスウェス

ト、㈱フィット関東日

本、㈱フィット中部日本 

  

前連結会計年度まで連結

子会社でありました鹿児島

製靴㈱、㈱コースト及び㈱

ニスコは、平成18年２月28

日をもって清算を結了いた

しましたので、当中間連結

会計期間より連結の範囲か

ら除外いたしました。 

(1) 連結子会社の数 22社 

  主要な連結子会社名

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱ニッカ、チヨダ

シューズ㈱ 

  

  

①連結子会社の㈱フィッ

ト東日本と㈱フィット関

東日本並びに㈱フィット

近畿日本と㈱ジーベック

は平成18年10月１日をも

って、それぞれ、㈱フィ

ット東日本、㈱フィット

近畿日本を存続会社とす

る合併をいたしましたの

で、当中間連結会計期間

より、㈱フィット関東日

本及び㈱ジーベックは連

結子会社から除外してお

ります。 

  

②連結子会社の㈱フィッ

ト北日本、㈱フィット東

北日本、㈱フィット中部

日本、㈱フィット西日本

及び㈱タップスウェスト

は、平成19年３月31日に

解散し、平成19年９月30

日をもって清算を結了い

たしました。なお、これ

らの５社は中間連結損益

計算書に連結子会社とし

て含まれております。 

  

(1) 連結子会社の数 24社 

  主要な連結子会社名

は、「第１ 企業の概況

４ 関係会社の状況」に

記載しているとおりで

す。 

  

  

 ①前連結会計年度まで連

結子会社でありました鹿

児島製靴㈱、㈱コースト

および㈱ニスコは、平成

18年２月28日に清算を結

了いたしましたので、当

連結会計年度より連結の

範囲から除外いたしまし

た。 

  

 ②海外調達拠点として、

香港麗格鞋業有限公司を

平成18年10月19日付で香

港に設立し、連結子会社

といたしました。 

  

 ③婦人靴を主とする専門

店を運営しております㈱

オンディーヌの全株式を

平成18年12月18日付で取

得し、連結子会社といた

しました。 

  

 ④連結子会社の㈱フィッ

ト東日本と㈱フィット関

東日本ならびに㈱フィッ

ト近畿日本と㈱ジーベッ

クは、平成18年10月１日

をもって、それぞれ、㈱

フィット東日本、㈱フィ

ット近畿日本を存続会社

とする合併をいたしまし

た。 

  (2) 非連結子会社はありま

せん。 

(2)    同左 (2)    同左 



  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法適用の非連結子

会社はありません。 

(1)    同左 (1)    同左 

 

 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

５社 

   会社名 ㈱ニッピ、

東立製靴㈱、㈱ボー

グ、大鳳商事㈱、山田

護謨㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

   同左 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

   同左 

  (3) 持分法非適用の関連会

社はありません。 

(3)    同左 (3)    同左 

  (4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

   持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

同左 

(4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

   持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会

社については、当該会

社の事業年度に係る財

務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の中間決算

日は６月30日であり、中間

連結決算日との差は３ヶ月

以内であるため、当該連結

子会社の中間会計期間に係

る計算書類を基礎として連

結を行っております。ただ

し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。 

なお、他の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

同左 連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の決算日は

12月31日であり、連結決算

日との差は３ヶ月以内であ

るため、当該連結子会社の

事業年度に係る計算書類を

基礎として連結を行ってお

ります。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。 

なお、他の連結子会社の

決算日は、連結決算日と一

致しております。 



  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

   時価のないもの 

    移動平均法に基づ

く原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

  

  

  

  

  

  

  

   時価のないもの 

    同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

  

   時価のないもの 

    同左 

   ②デリバティブ取引 

   時価法 

 ②デリバティブ取引 

   同左 

 ②デリバティブ取引 

   同左 

   ③たな卸資産 

   主として総平均法に

基づく低価法 

 ③たな卸資産 

   同左 

 ③たな卸資産 

   同左 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産：定率法 

ただし、平成10年

４月１日以降取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は定額法によってお

ります。また、取得

価額が10万円以上20

万円未満の少額減価

償却資産については

３年均等償却によっ

ております。 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 有形固定資産：定率法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 有形固定資産：定率法 

  同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

    (会計方針の変更) 

 法人税法の改正 ((所得

税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法

律第６号) 及び (法人税法

施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政

令第83号)) に伴い、当中

間連結会計期間から、平成

19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。 

  

    (追加情報) 

当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、売上総利

益が１百万円、営業利益、

経常利益、税金等調整前中

間純利益および中間純利益

が９百万円それぞれ減少し

ております。 

  

   ②無形固定資産：定額法 

  

    

  (3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

   ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる

損失に備えるため、回

収不能見込額を計上し

ております。 

  a 一般債権 

貸倒実績率法によっ

ております。 

  b 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

   財務内容評価法によ

っております。 

 ①貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  a 一般債権 

同左 

  

  b 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

  

 ①貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  a 一般債権 

同左 

  

  b 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

  



  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   ②賞与引当金 

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、賞与支給規程

に基づき支給見込額の

当中間連結会計期間負

担額を基準として計上

しております。 

 ②賞与引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、賞与支給規程

に基づき支給見込額の

当連結会計期間負担額

を基準として計上して

おります。 

     ③ポイント引当金 

将来の「リーガルク

ラブポイントカード」

の使用による費用発生

に備えるため、将来利

用見込額を計上してお

ります。 

(会計方針の変更) 

  

    リーガルクラブポイン

トカードについて、従

来、支出時に広告宣伝費

として処理しておりまし

たが、当中間連結会計期

間より将来利用見込額を

計上する方法に変更いた

しました。 

この変更は、近年、ポ

イント引当金の計上が会

計慣行として定着しつつ

あること、ＰＯＳシステ

ム変更により、当中間連

結会計期間末において将

来利用されると見込まれ

る額の合理的な算定が可

能になったこと及び財務

内容の健全化を図るため

に行うものであります。 

この変更に伴い、従来

の方法と比較して、税金

等調整前中間純利益及び

中間純利益が265百万円

減少しております。 

  

        



  

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   ③退職給付引当金 

従業員の退職金支給

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

なお、数理計算上

の差異については、

３年間の定率法によ

り、それぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。 

 ④退職給付引当金 

    同左 

 ③退職給付引当金 

従業員の退職金支給

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計

上しております。ま

た、数理計算上の差異

については、３年間の

定率法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年

度から費用処理してお

ります。 

   ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

「役員退職慰労金内

規」に基づく当中間連

結会計期間末要支給額

を計上しております。 

  

 ⑤役員退職慰労引当金 

同左 

 ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

「役員退職慰労金内

規」に基づく当連結会

計年度末要支給額を計

上しております。 

  (4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘

定及び少数株主持分に

含めております。 

(4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

同左 

(4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益

及び費用は、決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は純資産の部における

為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて

おります。 



  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・リ

ース取引について

は、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じ

た会計処理によって

おります。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理に

よっております。 

    また、特例処理の

要件を満たす金利

スワップ等につい

ては、特例処理を

採用しておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法 

同左 

   ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(為替予約取引、金

利スワップ取引等) 

   ヘッジ対象 

 相場変動等によ

る損失の可能性が

あり、相場変動等

が評価に反映され

ないもの及びキャ

ッシュ・フローが

固定されその変動

が回避されるもの 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

   ③ヘッジ方針 

   相場変動等による損

失の可能性が極めて

高いと判断した場

合、及びキャッシ

ュ・フローの固定を

必要と判断した場合

に取締役会の承認を

得てヘッジ目的でデ

リバティブ取引を行

っております。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 



  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   ④ヘッジの有効性評価の

方法 

為替予約取引は元本

交換を行わない固定

レートによるクーポ

ンスワップによって

おり、また金利スワ

ップ等は固定金利で

あり、ヘッジ手段の

有効性を定期的に確

認しております。 

 ④ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

 ④ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

   ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に

係るもの 

ヘッジ対象、ヘッジ

手段は取締役会で決

定され、取締役会で

の決定事項の実行及

び管理は経理部が行

っております。管理

本部長はヘッジの有

効性を判断し、有効

性について疑義があ

る場合は取締役会に

報告しております。 

  

 ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

るもの 

    同左 

 ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

るもの 

    同左 

  (7) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資としております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資としております。 



  
会計方針の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号)及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号)を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,030百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,361百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 



  

  
  
  
表示方法の変更 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」(企業会計審議

会 平成15年10月31日)及び「事業

分離等に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号)を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、中間連結貸借対照表において

「営業権」は当中間連結会計期間か

ら「のれん」として表示しておりま

す。 

――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委

員会 終改正平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号)を適

用しております。 

 連結財務諸表規則の改正による連

結財務諸表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。 

 (連結貸借対照表) 

「営業権」は当連結会計年度から

「のれん」として表示しておりま

す。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 「連結調整勘定償却額」及び「無

形固定資産償却額」は当連結会計

年度から「のれん償却額」として

表示しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

――― (中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間において投資その他の資産のそ

の他に含めて表示しておりました「差入敷金保証金」

については、資産総額の100分の５超となったため、当

中間連結会計期間より区分掲記しております。 



 追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当中間連結会計期間から賞与支給

の対象期間が一部子会社の社員を除

き、当社の給与規程の改訂により、

冬期賞与が４月から９月（前連結会

計年度までは６月から11月）、夏期

賞与が10月から翌年３月(前連結会

計年度までは12月から翌年５月）ま

でとなりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が109百万円増加しております。 

――― (賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当連結会計年度から賞与支給の対

象期間が一部子会社の従業員を除

き、当社の給与規程の改訂により、

冬期賞与が４月から９月（前連結会

計年度までは６月から11月）、夏期

賞与が10月から翌年３月(前連結会

計年度までは12月から翌年５月）ま

でとなりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が109百万円増加しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,755百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,995百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,887百万円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

    (うち工
場財団)

  単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び 
構築物 705百万円 ( 502)

機械装置 42百万円 (  42)
投資有価 
証券 4,847百万円 ―

計 8,167百万円 (2,488)

  (うち工
場財団)

  単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び
構築物 661百万円 (467)

機械装置 42百万円 (42)
投資有価
証券 3,937百万円 ―

計 7,213百万円 (2,454)

  (うち工
場財団) 

単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び
構築物 683百万円 (  484)

機械装置 47百万円 (   47)
投資有価
証券 4,054百万円 ― 

計 7,356百万円 (2,475)

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 6,587百万円

長期借入金 1,346百万円

計 7,933百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 6,207百万円

長期借入金 999百万円

計 7,206百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 5,757百万円

長期借入金 1,451百万円

計 7,208百万円

※３ 受取手形割引高は1,156百万

円であります。 

※３ 受取手形割引高は1,099百万

円であります。 

※３ 受取手形割引高は1,062百万

円であります。 

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券 
(株式) 

3,731百万円

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券
(株式) 

3,605百万円

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券 
(株式) 

3,375百万円

※５――― ※５  前払式証票の規制等に関する

法律に基づき担保に供している

資産及び対応する債務 

(担保に供している資産) 

流動資産その他     22百万円 

(対応する債務) 

流動負債その他   19百万円 

(ギフトカード) 

※５ 前払式証票の規制等に関する

法律に基づき担保に供している

資産及び対応する債務 

(担保に供している資産) 

流動資産その他     22百万円 

(対応する債務) 

流動負債その他     18百万円 

(ギフトカード) 

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

  なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期末

残高に含まれております。 

 受取手形     141百万円 

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

  なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期末

残高に含まれております。 

 受取手形     137百万円 

※６ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。 

  なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含ま

れております。 

 受取手形     129百万円 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 512百万円

広告宣伝費 518百万円

ロイヤリティ 220百万円

給料・手当 2,253百万円

賞与引当金 
繰入額 

314百万円

退職給付引当金 
繰入額 

124百万円

法定福利費 325百万円

賃借料 815百万円

減価償却費 99百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 492百万円

広告宣伝費 641百万円

ロイヤリティ 205百万円

給料・手当 2,357百万円

賞与引当金
繰入額 

338百万円

退職給付引当金
繰入額 

108百万円

法定福利費 388百万円

賃借料 999百万円

減価償却費 131百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 1,068百万円

広告宣伝費 1,173百万円

ロイヤリティ 451百万円

給料・手当 4,747百万円

賞与引当金 
繰入額 

329百万円

退職給付引当金
繰入額 

254百万円

法定福利費 677百万円

賃借料 1,733百万円

減価償却費 252百万円

      

※２ 小売店舗の閉鎖による除却損

などによるものであります。 

※２ 小売店舗の閉鎖による除却損

等であります。 

※２ 同左 

※３ 基幹システムの変更による、

旧リース契約の解約によるもの

であります。 

※３ ――― ※３ 基幹システムの変更による、

旧リース契約の解約によるもの

であります。 

※４ ――― ※４ 将来の「リーガルクラブポイ

ントカード」の使用による費用

発生に備えるため、将来利用見

込額を繰入れたものでありま

す。 

※４ ――― 



  
(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,866株 

 持分法適用会社が保有している自己株式 (当社株式) の当社持分割合の増加による当社帰属分 34,865株 

  

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,185株 

 持分法適用会社が保有している自己株式 (当社株式) の当社持分割合の増加による当社帰属分 73,681株 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,500,000                     ―                     ― 32,500,000 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,002,476 38,731                     ― 2,041,207 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,500,000                     ―                     ― 32,500,000 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,836,848 79,866                    ― 1,916,714 



  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 6,883株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 持分法適用会社が保有している自己株式 (当社株式) の当社持分割合の減少による当社帰属分 172,511株 

  

  

  

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 32,500,000                 ―                 ― 32,500,000 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 2,002,476 6,883 172,511 1,836,848 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び 
預金勘定 

2,204百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△360百万円

現金及び 
現金同等物 

1,844百万円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金 1,734百万円
預入期間が
３か月を超える 
定期預金 

△190百万円

現金及び 
現金同等物 

1,544百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

現金及び預金 1,909百万円
預入期間が
３か月を超える 
定期預金 

△190百万円

現金及び
現金同等物 

1,719百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

  
工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計

取得価額 
相当額 

百万円

559
百万円

176
百万円

735
減価償却 
累計額 
相当額 

207 54 261

中間期末 
残高 
相当額 

351 122 474

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

  
工具器
具備品

その他
無形固
定資産

合計

取得価額 
相当額 

百万円

588
百万円

187
百万円

776
減価償却 
累計額 
相当額 

307 93 401

中間期末 
残高 
相当額 

281 93 375

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額
相当額 

百万円

616
百万円

180
百万円

796
減価償却
累計額 
相当額 

272 74 347

期末残高
相当額 

343 106 449

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 146百万円

１年超 337百万円

合計 484百万円

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 162百万円

１年超 224百万円

合計 386百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 161百万円

１年超 298百万円

合計 460百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 78百万円

減価償却費 
相当額 

74百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 85百万円

減価償却費
相当額 

81百万円

支払利息相当額 4百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 163百万円

減価償却費
相当額 

155百万円

支払利息相当額 10百万円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 12百万円

１年超 4百万円

合計 16百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 4百万円

１年超 －百万円

合計 4百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 10百万円

１年超 －百万円

合計 10百万円



(有価証券関係) 

  

 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必要

であると判定した場合にこれを適用しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  

  

  

 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注)１ 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必

要であると判定した場合にこれを適用しております。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価

証券評価損 64千円を計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 965 2,197 1,231 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 15 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 1,160 1,750 589 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 15 



 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必要

であると判定した場合にこれを適用しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

  

  

(ストック・オプション等関係) 

  

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 1,153 2,227 1,074 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 15 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

当社グループが行っているデリバ

ティブ取引はすべてヘッジ会計が適

用されておりますので、注記すべき

事項はございません。 

同左 同左 



(セグメント情報) 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１

日 至 平成19年９月30日) 及び前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める靴関連事業の割合が、いずれも90％を超えるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１

日 至 平成19年９月30日) 及び前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１

日 至 平成19年９月30日) 及び前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 



(企業結合等関係) 

  

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   パーチェス法適用 

 １．企業結合の概要 

  （１）被取得企業の名称      ㈱オンディーヌ 

  （２）被取得企業の事業の内容   婦人靴を中心とした靴小売事業 

  （３）企業結合を行った主な理由  小売事業領域拡大のため 

  （４）企業結合日         平成18年12月18日 

  （５）企業結合の法的形式     当社が100％株式を取得 

  （６）取得した議決権比率     100％ 

  

 ２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

    平成19年１月１日から平成19年３月31日まで 

  

 ３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  （１）被取得企業の取得原価   114百万円 

  （２）取得原価の内訳 

株式取得費用      114百万円 

  

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  （１）のれんの金額       191百万円 

  （２）発生原因 

    平成18年12月31日現在で評価した当該資産と負債及び株式取得原価との差額 

  （３）償却方法及び償却期間 

      10年間の均等償却を行っております。 

  

 ５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

        流動資産      226百万円 

        固定資産      246百万円 

          資産計      473百万円 

         流動負債      445百万円 

         固定負債      104百万円 

          負債計      550百万円 

  

 ６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当期の連結損益計算書への影響の概算額 

         売上高       994百万円 

         経常損失      231百万円 

         当期純損失     124百万円 

  



(１株当たり情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額     264.09円 １株当たり純資産額     270.40円 １株当たり純資産額   273.11円 

１株当たり中間純利益     0.25円 １株当たり中間純利益     9.87円 １株当たり当期純利益  15.08円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため、記載してお

りません。 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の

部の合計額 

8,104百万円 

普通株式に係る純資産額 

8,043百万円 

差額の主な内訳 

少数株主持分   60百万円 

  

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

2,041,207株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 

30,458,793株 

  

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純

利益 

7百万円 

普通株式に係る中間純利益 

7百万円 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,478,158株 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の

部の合計額 

8,314百万円 

普通株式に係る純資産額 

8,269百万円 

差額の主な内訳 

少数株主持分   45百万円 

  

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

1,916,714株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 

30,583,286株 

  

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純

利益 

302百万円 

普通株式に係る中間純利益 

302百万円 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,623,219株 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  連結貸借対照表の純資産の部

の合計額 

8,429百万円 

普通株式に係る純資産額 

8,374百万円 

    差額の主な内訳 

少数株主持分  55百万円 

  

    普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

    普通株式の自己株式数  

1,836,848株 

    １株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数  

30,663,152株 

  

２ １株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純利

益 

461百万円 

 普通株式に係る当期純利益 

461百万円 

 普通株主に帰属しない金額の

主要な内訳 

 該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数 

30,580,338株 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(株式会社オンディーヌの株式取得) 

 当社は、平成18年12月18日付けで

株式会社オンディーヌの発行済株式

（100％）を譲り受けました。 

１．株式譲受の理由 

当社は、更なる小売事業領域の

拡大、幅広い顧客層への浸透を図

るため、婦人靴専門店の強化に取

り組んでおり、このたび、その一

環として、長年にわたり婦人靴専

門店を運営してきた経営実績、当

社にない商品調達力並びに優秀な

人材、良質な店舗等に注目し、株

式会社オンディーヌの全株式を取

得し当社グループ会社とすること

といたしました。 

当社といたしましては、株式会

社オンディーヌの各種ノウハウを

活用することにより、商品の開

発・企画力の強化、取扱商品の拡

充、共同仕入れによる規模のメリ

ット等のシナジー効果が期待で

き、当社の企業価値向上に資する

ものと考えております。 

２．株式会社オンディーヌの概要 
（1）商号          株式会社オンディーヌ 

（2）代表者      代表取締役社長 

  磯辺克弘 

（3）本店所在地  神奈川県横浜市中区長 

          者町二丁目5番地14 セ 

ントラルビル202号 

（4）設立年月     昭和54年１月 

（5）主な事業内容  婦人靴を中心とした靴 
         小売 
（6）決算期     12 月 

（7）従業員数   62名（平成18年11月30 

                   日現在、パート勤務者 

21名を含む） 

（8）売上高     1,103 百万円（平成17 

                   年12月期） 

（9）資本金     48 百万円 

３．取得株式数及び取得前後の所有

株式の状況 

（1）異動前の所有株式数    0株 

（2）取得株式数     96,000株 

（3）異動後の所有株式数 96,000株 

（4）異動後の所有割合       100％ 

なお、契約上の理由により取得

価額を記載しておりません。 

(本社移転に係る固定資産取得) 

当社は、東京都足立区が推進する

「千住大橋駅周辺街づくり」に参画

しております。平成19年４月、本社

土地 (東京都足立区千住橋戸町２番

地) の用途地域に関する都市計画が

東京都より決定告示されたことを受

け、本社土地の有効利用および本社

移転の可能性の検討を続けてまいり

ました結果、平成19年10月15日開催

の当社取締役会において、本社移転

先として千葉県浦安市の土地を取得

することを決議し、平成19年10月31

日付けで土地譲渡契約 (土地取得価

額 1,216百万円) を結んでおりま

す。 

また、平成22年４月を目処に本社

ビルの完成および事務所移転を予定

しており、今後移転による建設費

用、移転費用、除却損等の発生が予

想されますが、詳細計画は今後検討

していくため、提出日現在において

当社グループの経営成績および財政

状態に与える影響額は未定でありま

す。 

なお、現・本社土地は、時期、譲

渡価額等につきましては未定でござ

いますが、売却する予定でございま

す。 

  

(チヨダシューズ株式会社の完全子会

社化) 

当社と当社の連結子会社であるチ

ヨダシューズ株式会社 (以下「チヨ

ダシューズ」)は、平成19年12月３日

開催のそれぞれの取締役会におい

て、当社がチヨダシューズ株式の全

部を取得することを決議いたしまし

た。 

なお、本決議は平成20年２月中旬

開催予定のチヨダシューズ臨時株主

総会および種類株主総会において、

定款の一部変更および当社による全

部取得条項付株式の取得に関する議

案が承認されることを条件とするも

のであります。 

――― 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― １．株式の取得の理由および方法 

靴製造業界における事業環境

は、厳しい状況が続いており、当

社の連結子会社であるチヨダシュ

ーズは前事業年度において 985百

万円の大幅な債務超過となってお

ります。当社は、この度チヨダシ

ューズの経営再建策を実施するに

あたり、事務コストの削減などを

目的として、チヨダシューズ普通

株式に全部取得条項を付してこれ

を全部取得条項付株式とし、当該

株式をチヨダシューズが全部無償

で取得した後、チヨダシューズが

これをすべて当社に対し割り当て

るものであります。結果として、

平成20年３月中旬までに、チヨダ

シューズは、当社の 100％子会社

となる予定であります。 

２．チヨダシューズの概要 
（1）商号         チヨダシューズ 

          株式会社 

（2）代表者      代表取締役社長 

森幹夫 

（3）本店所在地  東京都足立区千住 

          橋戸町２番地 

（4）設立年月    大正13年４月 

（5）主な事業内容  靴製造販売 

（6）事業年度末日 ３月31日 

（7）従業員数   122名 

（8）売上高    1,860百万円（平成19 

                  年３月期） 

（9）資本金の額  490百万円 

(10）当社持株比率 64.4％ (平成20年３月 

          中旬異動後 100％) 

          間接所有を含む議決権 

          比率は71.5％ 

３．今後の予定 
 平成20年２月中旬 チヨダシューズ 

          臨時株主総会および 

          種類株主総会 

 平成20年３月中旬 チヨダシューズが 

          同社株式の全部を 

          当社に割り当てる。 

          当社がチヨダシュ 

          ―ズの全株式を取 

          得する。 

なお、当社の平成20年３月期連結

財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。 

――― 



  

  

  

  

(2) 【その他】 

  

該当事項ありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (自己株式の取得) 

当社は、平成19年12月17日開催の

取締役会において、会社法第165条第

２項の規定に基づき、自己株式を買

受けることを決議いたしました。 

自己株式取得に関する取締役会の

決議内容 

(1) 取得の理由 

   経済状況の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行する

ため、自己株式を取得するも

のであります。 

   なお、当社は平成19年９月

30日を決算日とする臨時決算

を行っており、臨時決算日ま

での損益を分配可能利益額に

含めております。 

(2) 取得の方法 

   ジャスダック証券取引所に

おける市場買付 

(3) 取得する株式の種類、数量及

び価額 

普通株式     500千株(上限) 

取得価額の総額 120百万円(上限) 

(4) 取得期間 

   平成19年12月18日から平成

20年３月21日まで 

  

――― 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金   1,590     951     1,175    

２ 受取手形 ※3,6 524     500     948    

３ 売掛金   8,933     7,626     9,105    

４ たな卸資産   6,998     6,935     6,453    

５ 短期貸付金   1,789     775     895    

６ 繰延税金資産   376     430     484    

７ その他 ※4,7 478     390     579    

貸倒引当金   △2,066     △805     △1,118    

流動資産合計     18,625 62.6   16,805 58.9   18,523 61.6

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産                    

(1) 土地 ※１ 2,701     2,701     2,701    

(2) その他 ※ 
１ 
２ 

1,007   978 985   

有形固定資産合計     3,708 12.5   3,679 12.9   3,686 12.3

２ 無形固定資産                    

   電話加入権   21     21     21    

無形固定資産合計     21 0.1   21 0.1   21 0.1

３ 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券 ※１ 3,838     3,539     3,979    

(2) 長期貸付金   2,509     4,474     3,793    

(3) 繰延税金資産   1,075     1,076     934    

(4) その他   1,308     1,374     1,370    

投資損失引当金   △830     △907     △876    

貸倒引当金   △523     △1,513     △1,378    

投資その他の 
資産合計    7,378 24.8 8,044 28.2   7,823 26.0

固定資産合計     11,108 37.4   11,745 41.1   11,531 38.4

資産合計     29,734 100.0   28,551 100.0   30,054 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形   4,908     1,397     1,801    

２ 買掛金   2,516     5,489     5,619    

３ 短期借入金 ※１ 6,757     6,928     6,355    

４ 賞与引当金   141     148     144    

５ ポイント引当金   ―     3     ―    

６ 事業再編引当金   800     ―     871    

７ その他 ※4,7 1,209     1,449     1,521    

流動負債合計     16,333 54.9   15,416 54.0   16,313 54.3

Ⅱ 固定負債                    

１ 長期借入金 ※１ 1,439     1,059     1,490    

２ 退職給付引当金   2,939     2,866     2,930    

３ 役員退職慰労引当金   149     154     160    

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債   985   985 985   

５ その他   115     81     97    

固定負債合計     5,628 18.9   5,146 18.0   5,664 18.8

負債合計     21,961 73.9   20,563 72.0   21,977 73.1

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     5,355     5,355     5,355  

２ 資本剰余金                    

資本準備金   2,701     662     2,701    

資本剰余金合計     2,701     662     2,701  

３ 利益剰余金                    

その他利益剰余金                    

繰越利益剰余金   △2,434     189     △2,038    

利益剰余金合計     △2,434     189     △2,038  

４ 自己株式     △8     △10     △9  

株主資本合計     5,612 18.9   6,196 21.7   6,008 20.0

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金    706 348   613 

２ 繰延ヘッジ損益     24     13     25  

３ 土地再評価差額金     1,429     1,429     1,429  

評価・換算差額等 
合計    2,160 7.3 1,791 6.3   2,068 6.9

純資産合計     7,772 26.1   7,988 28.0   8,076 26.9

負債純資産合計     29,734 100.0   28,551 100.0   30,054 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     15,909 100.0   16,493 100.0   34,814 100.0

Ⅱ 売上原価     10,747 67.6   10,875 65.9   23,630 67.9

売上総利益     5,161 32.4   5,618 34.1   11,183 32.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費     5,051 31.8   5,172 31.4   10,466 30.1

営業利益     110 0.7   446 2.7   717 2.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   139 0.9   93 0.6   207 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   170 1.1   146 0.9   353 1.0

経常利益     79 0.5   393 2.4   570 1.6

Ⅵ 特別利益 ※４   2 0.0   16 0.1   69 0.2

Ⅶ 特別損失 ※５   3,090 19.4   110 0.7   3,147 9.0

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

   △3,009 △18.9 298 1.8   △2,507 △7.2

法人税、住民税 
及び事業税   9   11 20   

法人税等調整額   △231 △222 △1.4 96 108 0.7 △138 △117 △0.3

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△) 

    △2,786 △17.5   189 1.1   △2,389 △6.9



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

  

前中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

項 目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

中間会計期間中の変動額       

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

項 目 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 351 351 △7 8,399 

中間会計期間中の変動額         

 中間純損失 △2,786 △2,786   △2,786 

 自己株式の取得     △0 △0 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △2,786 △2,786 △0 △2,787 

平成18年９月30日残高(百万円) △2,434 △2,434 △8 5,612 

項 目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 945 ― 1,429 2,375 10,775 

中間会計期間中の変動額           

 中間純損失         △2,786 

 自己株式の取得         △0 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △239 24   △215 △215 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △239 24 ― △215 △3,002 

平成18年９月30日残高(百万円) 706 24 1,429 2,160 7,772 



当中間会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

  

項 目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

中間会計期間中の変動額       

 資本準備金取崩額   △2,038 △2,038 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △2,038 △2,038 

平成19年９月30日残高(百万円) 5,355 662 662 

項 目 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(百万円) △2,038 △2,038 △9 6,008 

中間会計期間中の変動額         

 資本準備金取崩額 2,038 2,038   ― 

 中間純利益 189 189   189 

 自己株式の取得     △1 △1 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 2,227 2,227 △1 188 

平成19年９月30日残高(百万円) 189 189 △10 6,196 

項 目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 613 25 1,429 2,068 8,076 

中間会計期間中の変動額           

 資本準備金取崩額         ― 

 中間純利益         189 

 自己株式の取得         △1 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △264 △11   △276 △276 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △264 △11 ― △276 △88 

平成19年９月30日残高(百万円) 348 13 1,429 1,791 7,988 



前事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  

項 目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

事業年度中の変動額       

事業年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

項 目 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 351 351 △7 8,399 

事業年度中の変動額         

 当期純損失 △2,389 △2,389   △2,389 

 自己株式の取得     △1 △1 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △2,389 △2,389 △1 △2,391 

平成19年３月31日残高(百万円) △2,038 △2,038 △9 6,008 

項 目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 945 ― 1,429 2,375 10,775 

事業年度中の変動額           

 当期純損失         △2,389 

 自己株式の取得         △1 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △332 25   △307 △307 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △332 25 ― △307 △2,698 

平成19年３月31日残高(百万円) 613 25 1,429 2,068 8,076 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は、全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原

価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

  時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定) 

  時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

時価法 

 (2) デリバティブ取引 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

同左 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

総平均法に基づく低価法 

②材料 

移動平均法に基づく低価法 

③仕掛品 

総平均法に基づく低価法 

④貯蔵品 

移動平均法に基づく低価法 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

同左 

②材料 

同左 

③仕掛品 

同左 

④貯蔵品 

同左 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

同左 

②材料 

同左 

③仕掛品 

同左 

④貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物(建物附属設備を除
く)については定額法によっており
ます。また取得価額が10万円以上
20万円未満の資産については、３
年均等償却によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
    同左 

  

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

      



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正 ((所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号) 及び (法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号)) に伴

い、当中間会計期間から、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

  

  (追加情報) 

当中間会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

これに伴い、前中間会計期間と同

一の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益

および中間純利益が６百万円それぞ

れ減少しております。 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

    

 (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

 (2) 長期前払費用 

   同左 

 (2) 長期前払費用 

   同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を計

上しております。  

 ①一般債権 

貸倒実績率によっておりま

す。 

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

財務内容評価法によっており
ます。 

３ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金 

   同左 

  

  

 ①一般債権 

 同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

   同左 

  

  

 ①一般債権 

 同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権

 同左 

 (2) 投資損失引当金 

   財政状態の悪化した子会社及

び関連会社への投資に対する損

失に備えるため、実質価値の低

下の程度ならびに将来の回復の

見込み等を総合的に勘案して計

上しております。 

 (2) 投資損失引当金 

   同左 

 (2) 投資損失引当金 

   同左 

      



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、賞与

支給規程に基づき支給見込額

の当中間会計期間負担額を基

準として計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

   同左 

 (3) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、賞与

支給規程に基づき支給見込額

の当期負担額を基準として計

上しております。 

 (4) 事業再編引当金 

 事業再編により予定してい

る卸売子会社５社の解散に伴

う損失見込額を計上しており

ます。 

  

  

  

  

  

 (4) ポイント引当金 

将来の「リーガルクラブポ

イントカード」の使用による

費用発生に備えるため、将来

利用見込額を計上しておりま

す。 

(会計方針の変更) 

 (4) 事業再編引当金 

事業再編による卸売子会社

５社の清算に伴う損失見込額

を計上しております。 

  リーガルクラブポイントカード

について、従来、支出時に広告宣

伝費として処理しておりました

が、当中間会計期間より将来利用

見込額を計上する方法に変更いた

しました。 

この変更は、近年、ポイント引

当金の計上が会計慣行として定着

しつつあること、ＰＯＳシステム

変更により、当中間会計期間末に

おいて将来利用されると見込まれ

る額の合理的な算定が可能になっ

たこと及び財務内容の健全化を図

るために行うものであります。 

この変更に伴い、従来の方法と

比較して、税引前中間純利益及び

中間純利益が３百万円減少してお

ります。 

  

      



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) 退職給付引当金 

   従業員の退職金支給に備える
ため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計期間に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。ま
た、数理計算上の差異について
は、３年間の定率法により、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費
用処理しております。 

 (5) 退職給付引当金 

    同左 

 (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職金支給に備え
るため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、計上して
おります。また、数理計算上
の差異については、３年間の
定率法により、それぞれ発生
の翌事業年度から費用処理し
ております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、「役員退職慰労金内

規」に基づく中間会計期間末要

支給額を計上しております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に

備えるため、「役員退職慰労

金内規」に基づく当事業年度

末要支給額を計上しておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法 

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

   また、特例処理の要件を満た

す金利スワップ等については、

特例処理を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引(為替予約

取引、金利スワップ取引等) 

  ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されそ

の変動が回避されるもの 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

   相場変動等による損失の可能

性が極めて高いと判断した場

合、及びキャッシュ・フローの

固定を必要と判断した場合に取

締役会の承認を得てヘッジ目的

でデリバティブ取引を行ってお

ります。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

④ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約取引は元本交換を行

わない固定レートによるクーポ

ンスワップによっており、また

金利スワップ等は固定金利であ

り、ヘッジ手段の有効性を定期

的に確認しております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

   ヘッジ対象、ヘッジ手段は取

締役会で決定され、取締役会で

の決定事項の実行及び管理は経

理部が行っております。管理本

部長はヘッジの有効性を判断

し、有効性について疑義がある

場合は取締役会に報告しており

ます。 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

  消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

同左 

６ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

同左 



会計方針の変更 

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は7,748百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

並びに改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 終改正平

成18年８月11日 企業会計基準第１

号)及び「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

適用指針第２号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,051百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

  

(企業結合に係る会計基準等) 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号)並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」(企業会計基準委員会

終改正平成18年12月22日 企業会

計基準適用指針第10号)を適用して

おります。 



表示方法の変更 

  

  

  

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限

会社に対する出資持分は、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、会社法及び会社

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が有価証券 (株式) とみなさ

れることとなったことから、当中間会計期間より投資

その他の資産の「投資有価証券」に含めて表示してお

ります。 

なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含め

た特例有限会社に対する出資持分は１百万円でありま

す。 

――― 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当中間会計期間から賞与支給の対

象期間が、当社の給与規程の改訂に

より、冬期賞与が４月から９月（前

事業年度までは６月から11月）、夏

期賞与が10月から翌年３月(前事業

年度までは12月から翌年５月）まで

となりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が47百万円増加しております。 

――― (賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当事業年度から賞与支給の対象期

間が、当社の給与規程の改訂によ

り、冬期賞与が４月から９月（前事

業年度までは６月から11月）、夏期

賞与が10月から翌年３月(前事業年

度までは12月から翌年５月）までと

なりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が48百万円増加しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

    
(うち工
場財団)

  単位：百万円

有形固定 
資産 

3,320百万円 (2,488)

投資有価 
証券 

2,155百万円 ― 

計 5,475百万円 (2,488)

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

   
(うち工
場財団)

  単位：百万円

有形固定
資産 

3,276百万円 (2,454)

投資有価
証券 

1,755百万円 ― 

計 5,032百万円 (2,454)

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

    
(うち工 
場財団) 

  単位：百万円

有形固定
資産 

3,302百万円 (2,475)

投資有価
証券 

2,065百万円 ― 

計 5,367百万円 (2,475)

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 5,338百万円

長期借入金 1,346百万円

１年以内に返済 
する長期借入金 

1,249百万円

計 7,933百万円

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 5,163百万円

長期借入金 999百万円

１年以内に返済

する長期借入金 
1,044百万円

計 7,206百万円

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 4,713百万円

長期借入金 1,451百万円

１年以内に返済 
する長期借入金 

1,044百万円

計 7,208百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,785百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,842百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,785百万円 

※３ 受取手形割引高 1,156百万円 ※３ 受取手形割引高 1,099百万円 ※３ 受取手形割引高 1,062百万円

※４ ――― ※４  前払式証票の規制等に関する

法律に基づき担保に供している

資産及び対応する債務 

(担保に供している資産) 

流動資産その他     22百万円 

(対応する債務) 

流動負債その他     19百万円 

(ギフトカード) 

※４ 前払式証票の規制等に関する

法律に基づき担保に供している

資産及び対応する債務 

(担保に供している資産) 

流動資産その他     22百万円 

(対応する債務) 

流動負債その他     18百万円 

(ギフトカード) 

５ ――― ５ 偶発債務 

  外国為替取引限定の債務保証 

  ㈱フィット東日本 ２百万円

５ ――― 

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

  なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期末残高に含まれ

ております。 

 受取手形     141百万円 

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

  なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期末残高に含まれ

ております。 

 受取手形     137百万円 

※６ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

  

  なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

  

 受取手形     129百万円 

※７ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※７ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※７ ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 41百万円

受取配当金 27百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7百万円

受取配当金 36百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 46百万円

受取配当金 32百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 86百万円

手形売却損 6百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 82百万円

手形売却損 3百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 167百万円

手形売却損 8百万円

売上割引 22百万円 売上割引 26百万円 売上割引 51百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 46百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 57百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 99百万円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

2百万円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金
戻入益 

16百万円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

31百万円

    投資有価証券 
売却益 

38百万円

※５ 特別損失の主要項目 

事業再編損失 3,024百万円

リース解約 
特別損失 66百万円

※５ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金
繰入額 73百万円

投資損失
引当金繰入額 30百万円

※５ 特別損失の主要項目 

事業再編損失 3,077百万円

リース解約 
特別損失 66百万円

事業再編損失は、事業再編に

よる連結子会社の解散に伴うも

のなどであります。内訳は以下

のとおりであります。 

  

リース解約特別損失は、基幹

システムの変更による、旧リー

ス契約の解約によるものであり

ます。 

事業再編 
引当金繰入額 800百万円

投資損失 
引当金繰入額 470百万円

貸倒引当金 

繰入額 
1,754百万円

  事業再編損失は、事業再編に

よる連結子会社の解散に伴うも

のなどであります。 

  

  

  

  

  

  

  

リース解約特別損失は、基幹

システムの変更による、旧リー

ス契約の解約によるものであり

ます。 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 48,213 3,866     ― 52,079 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 55,096 6,185    ― 61,281 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 48,213 6,883    ― 55,096 



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額 
相当額 

百万円

559
百万円

176
百万円

735
減価償却 
累計額 
相当額 

207 54 261

中間期末 
残高 
相当額 

351 122 474

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
工具器
具備品

その他
無形固
定資産

合計

取得価額 
相当額 

百万円

588
百万円

187
百万円

776
減価償却 
累計額 
相当額 

307 93 401

中間期末 
残高 
相当額 

281 93 375

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額
相当額 

百万円

616
百万円

180
百万円

796
減価償却
累計額 
相当額 

272 74 347

期末残高
相当額 

343 106 449

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 146百万円

１年超 337百万円

合計 484百万円

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 162百万円

１年超 224百万円

合計 386百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 161百万円

１年超 298百万円

合計 460百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 78百万円

減価償却費 
相当額 

74百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 85百万円

減価償却費
相当額 

81百万円

支払利息相当額 4百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 163百万円

減価償却費
相当額 

155百万円

支払利息相当額 10百万円

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 0百万円

１年超 ―百万円

合計 0百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

   該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 0百万円

１年超 ―百万円

合計 0百万円



(有価証券関係) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

  

  

  

(企業結合等関係) 

  

前中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

種類 

中間 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円)

差額 
(百万円) 

中間
貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円)

(1)子会社 

株式 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

(2)関連会社 
株式 

866 1,980 1,114 836 1,156 320 836 1,812 975

合計 866 1,980 1,114 836 1,156 320 836 1,812 975 



(１株当たり情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額     239.54円 １株当たり純資産額     246.26円 １株当たり純資産額     248.94円 

１株当たり中間純損失    85.88円 １株当たり中間純利益     5.84円 １株当たり当期純損失   73.65円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため並びに中間純損失が
計上されているため記載しておりま
せん。 
  
算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

中間貸借対照表の純資産の部の

合計額 

7,772百万円 

普通株式に係る純資産額 

7,772百万円 

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

52,079株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 
32,447,921株 

  
２ １株当たり中間純損失 

中間損益計算書上の中間純損失 
2,786百万円 

普通株式に係る中間純損失 
2,786百万円 

普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

32,449,854株 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 
  
  
算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

中間貸借対照表の純資産の部の

合計額 

7,988百万円 

普通株式に係る純資産額 

7,988百万円 

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

61,281株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 
32,438,719株 

  
２ １株当たり中間純利益 

中間損益計算書上の中間純利益 
189百万円 

普通株式に係る中間純利益 
189百万円 

普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

32,441,811株 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため並びに１株当たり当
期純損失であるため記載しておりま
せん。 
  

算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

貸借対照表の純資産の部の合計

額 

8,076百万円 

普通株式に係る純資産額 

8,076百万円 

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

55,096株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 
32,444,904株 

  
２ １株当たり当期純損失 

損益計算書上の当期純損失 
2,389百万円 

普通株式に係る当期純損失 
2,389百万円 

普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 
32,448,345株 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(株式会社オンディーヌの株式取得) 

 当社は、平成18年12月18日付けで

株式会社オンディーヌの発行済株式

（100％）を譲り受けました。 

１．株式譲受の理由 

当社は、更なる小売事業領域の

拡大、幅広い顧客層への浸透を図

るため、婦人靴専門店の強化に取

り組んでおり、このたび、その一

環として、長年にわたり婦人靴専

門店を運営してきた経営実績、当

社にない商品調達力並びに優秀な

人材、良質な店舗等に注目し、株

式会社オンディーヌの全株式を取

得し当社グループ会社とすること

といたしました。 

当社といたしましては、株式会

社オンディーヌの各種ノウハウを

活用することにより、商品の開

発・企画力の強化、取扱商品の拡

充、共同仕入れによる規模のメリ

ット等のシナジー効果が期待で

き、当社の企業価値向上に資する

ものと考えております。 

２．株式会社オンディーヌの概要 
（1）商号          株式会社オンディーヌ 

（2）代表者      代表取締役社長 

  磯辺克弘 

（3）本店所在地  神奈川県横浜市中区長 

          者町二丁目5番地14 セ 

ントラルビル202号 

（4）設立年月     昭和54年１月 

（5）主な事業内容  婦人靴を中心とした靴 
         小売 
（6）決算期     12 月 

（7）従業員数   62名（平成18年11月30 

                   日現在、パート勤務者 

21名を含む） 

（8）売上高     1,103 百万円（平成17 

                   年12月期） 

（9）資本金     48 百万円 

３．取得株式数及び取得前後の所有

株式の状況 

（1）異動前の所有株式数    0株 

（2）取得株式数     96,000株 

（3）異動後の所有株式数 96,000株 

（4）異動後の所有割合       100％ 

なお、契約上の理由により取得

価額を記載しておりません。 

(本社移転に係る固定資産取得) 

当社は、東京都足立区が推進する

「千住大橋駅周辺街づくり」に参画

しております。平成19年４月、本社

土地 (東京都足立区千住橋戸町２番

地) の用途地域に関する都市計画が

東京都より決定告示されたことを受

け、本社土地の有効利用および本社

移転の可能性の検討を続けてまいり

ました結果、平成19年10月15日開催

の当社取締役会において、本社移転

先として千葉県浦安市の土地を取得

することを決議し、平成19年10月31

日付けで土地譲渡契約 (土地取得価

額 1,216百万円) を結んでおりま

す。 

また、平成22年４月を目処に本社

ビルの完成および事務所移転を予定

しており、今後移転による建設費

用、移転費用、除却損等の発生が予

想されますが、詳細計画は今後検討

していくため、提出日現在において

当社の経営成績および財政状態に与

える影響額は未定であります。 

なお、現・本社土地は、時期、譲

渡価額等につきましては未定でござ

いますが、売却する予定でございま

す。 

  

(チヨダシューズ株式会社の完全子会

社化) 

当社は、平成19年12月３日開催の

取締役会において、当社が連結子会

社であるチヨダシューズ株式会社 

(以下「チヨダシューズ」) の株式の

全部を取得することを決議いたしま

した。 

なお、本決議は平成20年２月中旬

開催予定のチヨダシューズ臨時株主

総会および種類株主総会において、

定款の一部変更および当社による全

部取得条項付株式の取得に関する議

案が承認されることを条件とするも

のであります。 

――― 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― １．株式の取得の理由および方法 

靴製造業界における事業環境

は、厳しい状況が続いており、当

社の連結子会社であるチヨダシュ

ーズは前事業年度において 985百

万円の大幅な債務超過となってお

ります。当社は、この度チヨダシ

ューズの経営再建策を実施するに

あたり、事務コストの削減などを

目的として、チヨダシューズ普通

株式に全部取得条項を付してこれ

を全部取得条項付株式とし、当該

株式をチヨダシューズが全部無償

で取得した後、チヨダシューズが

これをすべて当社に対し割り当て

るものであります。結果として、

平成20年３月中旬までに、チヨダ

シューズは、当社の 100％子会社

となる予定であります。 

２．チヨダシューズの概要 
（1）商号         チヨダシューズ 

          株式会社 

（2）代表者      代表取締役社長 

森幹夫 

（3）本店所在地  東京都足立区千住 

          橋戸町２番地 

（4）設立年月    大正13年４月 

（5）主な事業内容  靴製造販売 

（6）事業年度末日 ３月31日 

（7）従業員数   122名 

（8）売上高    1,860百万円（平成19 

                  年３月期） 

（9）資本金の額  490百万円 

(10）当社持株比率 64.4％ (平成20年３月 

          中旬異動後 100％) 

          間接所有を含む議決権 

          比率は71.5％ 

３．今後の予定 
 平成20年２月中旬 チヨダシューズ 

          臨時株主総会および 

          種類株主総会 

 平成20年３月中旬 チヨダシューズが 

          同社株式の全部を 

          当社に割り当てる。 

          当社がチヨダシュ 

          ―ズの全株式を取 

          得する。 

なお、当社の平成20年３月期個別

財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。 

――― 



  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (自己株式の取得) 

当社は、平成19年12月17日開催の

取締役会において、会社法第165条第

２項の規定に基づき、自己株式を買

受けることを決議いたしました。 

自己株式取得に関する取締役会の

決議内容 

(1) 取得の理由 

   経済状況の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行する

ため、自己株式を取得するも

のであります。 

   なお、当社は平成19年９月

30日を決算日とする臨時決算

を行っており、臨時決算日ま

での損益を分配可能利益額に

含めております。 

(2) 取得の方法 

   ジャスダック証券取引所に

おける市場買付 

(3) 取得する株式の種類、数量及

び価額 

普通株式     500千株(上限) 

取得価額の総額 120百万円(上限) 

(4) 取得期間 

   平成19年12月18日から平成

20年３月21日まで 

  

――― 



(2) 【その他】 

  

該当事項ありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第175期 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年６月27日関東財務局長に提出。 

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書 (上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書) を平成19年10月11日関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リーガルコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社リーガルコーポレーション及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、株式会社オンディーヌの発行株式(100％)を、平成18年12月18日付けで、譲

り受けました。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

           平成18年12月22日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

リーガルコーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間 (平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで) に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変

動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社リーガルコーポレーション及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 ③ポイン

ト引当金の (会計方針の変更) に記載のとおり、会社は、リーガルクラブポイントカードについて、従来の支出時の費用処理から将

来利用見込額を計上する方法に変更した。 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年10月31日に本社移転先の土地取得に係る譲渡契約を締結した。 

重要な後発事象に記載のとおり、会社とその連結子会社であるチヨダシューズ株式会社は、平成19年12月３日のそれぞれの取締役

会において、会社がチヨダシューズ株式の全部を取得することを決議した。 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年12月17日の取締役会において、自己株式を買受けることを決議した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

           平成19年12月21日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リーガルコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第175期事業年度の中間会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社リーガルコーポレーションの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、株式会社オンディーヌの発行株式(100％)を、平成18年12月18日付けで、譲

り受けました。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

           平成18年12月22日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社リーガルコーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第176期事業年度の中間会計期

間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社リーガルコーポレーションの平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間 (平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年10月31日に本社移転先の土地取得に係る譲渡契約を締結した。 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年12月３日の取締役会において、連結子会社であるチヨダシューズ

株式会社の株式の全部を取得することを決議した。 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成19年12月17日の取締役会において、自己株式を買受けることを決議し

た。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

           平成19年12月21日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、商品仕入、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/79
	pageform2: 2/79
	form1: EDINET提出書類  2007/12/21 提出
	form2: 株式会社リーガルコーポレーション(291003)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/79
	pageform4: 4/79
	pageform5: 5/79
	pageform6: 6/79
	pageform7: 7/79
	pageform8: 8/79
	pageform9: 9/79
	pageform10: 10/79
	pageform11: 11/79
	pageform12: 12/79
	pageform13: 13/79
	pageform14: 14/79
	pageform15: 15/79
	pageform16: 16/79
	pageform17: 17/79
	pageform18: 18/79
	pageform19: 19/79
	pageform20: 20/79
	pageform21: 21/79
	pageform22: 22/79
	pageform23: 23/79
	pageform24: 24/79
	pageform25: 25/79
	pageform26: 26/79
	pageform27: 27/79
	pageform28: 28/79
	pageform29: 29/79
	pageform30: 30/79
	pageform31: 31/79
	pageform32: 32/79
	pageform33: 33/79
	pageform34: 34/79
	pageform35: 35/79
	pageform36: 36/79
	pageform37: 37/79
	pageform38: 38/79
	pageform39: 39/79
	pageform40: 40/79
	pageform41: 41/79
	pageform42: 42/79
	pageform43: 43/79
	pageform44: 44/79
	pageform45: 45/79
	pageform46: 46/79
	pageform47: 47/79
	pageform48: 48/79
	pageform49: 49/79
	pageform50: 50/79
	pageform51: 51/79
	pageform52: 52/79
	pageform53: 53/79
	pageform54: 54/79
	pageform55: 55/79
	pageform56: 56/79
	pageform57: 57/79
	pageform58: 58/79
	pageform59: 59/79
	pageform60: 60/79
	pageform61: 61/79
	pageform62: 62/79
	pageform63: 63/79
	pageform64: 64/79
	pageform65: 65/79
	pageform66: 66/79
	pageform67: 67/79
	pageform68: 68/79
	pageform69: 69/79
	pageform70: 70/79
	pageform71: 71/79
	pageform72: 72/79
	pageform73: 73/79
	pageform74: 74/79
	pageform75: 75/79
	pageform76: 76/79
	pageform77: 77/79
	pageform78: 78/79
	pageform79: 79/79


